
ごみ処理施設整備・運営事業の契約締結について 

 

 西知多医療厚生組合は、令和２年(2020 年)８月 19 日に仮契約を締結いたしました

ごみ処理施設整備・運営事業の建設工事請負契約につきまして、西知多医療厚生組合

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 48 年西知多医

療厚生組合条例第１号）第２条の規定により、西知多医療厚生組合議会の議決（令和

２年(2020年)９月 14 日）を経て、本契約となりましたので、公表します。 

 本事業は、ＤＢＯ方式（※）により実施するため、運営業務委託契約につきまして

も、あわせて本契約となりました。 

 建設工事請負契約及び運営業務委託契約の概要は、次のとおりです。 

 

 ※ＤＢＯ方式…Design（設計）、Build（建設）、Operate（運営）を民間事業者に 

一括して委ねる公設民営方式の事業手法をいう。 

 

１ 建設工事請負契約の概要 

 (1) 工事場所    愛知県知多市北浜町 11番地の４及び 11 番地の 18 

 (2) 工事概要    ごみ焼却施設  185t/日（92.5t/日×２炉） 

           粗大ごみ処理施設  21t/日（５h） 

 (3) 工期      令和２年(2020 年)９月 15 日～令和６年(2024年)３月 31日 

 (4) 契約金額    金 16,758,500,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 (5) 契約の相手方  タクマ・鴻池・シンキ・日誠・弘新特定建設工事共同企業体 

           代表者 株式会社タクマ中部支店 支店長 菅原 孝二 

 

２ 運営業務委託契約の概要 

 (1) 委託施設    西知多クリーンセンター 

 (2) 委託概要    運転管理業務、維持管理業務、測定管理業務、 

           防災等管理業務、関連業務、情報管理業務等 

 (3) 運営期間(予定) 令和６年(2024)４月１日～令和 26年(2044)３月 31日 

 (4) 委託金額    金 11,731,500,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 (5) 契約の相手方  西知多ハイトラスト株式会社（特別目的会社） 

            代表取締役 田中 大介 


